
議員発案第４号 

 

 

由利本荘市議会委員会条例の一部改正について 

 

由利本荘市議会委員会条例（平成１７年由利本荘市条例第２６５号）の一部を改正する

条例（案）を、地方自治法第１１２条及び由利本荘市議会会議規則第１４条第１項の規定

により、別紙のとおり提出します。 

 

 

令和４年３月１７日提出 

 

 

由利本荘市議会議長 伊 藤 順 男 様 

 

提出者  由利本荘市議会議員  長 沼 久 利    

 

賛成者    同   上    岡 見 善 人    

 

同   上    三 浦   晃    

 

  同   上     大 友 孝 徳    

 

同   上     佐々木 隆 一    

 

  同   上    佐 藤 正 人    

 

 

提案理由 

  組織機構の改正に伴い、常任委員会の所管事項を変更するため、条例の一部を改正し

ようとするものである。 

 

 

 

 



（別紙） 

 

  由利本荘市議会委員会条例の一部を改正する条例（案） 

   由利本荘市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

由利本荘市議会委員会条例（平成１７年由利本荘市条例第２６５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

第２条第３項第１号中「企画財政部」を「企画振興部」に改め、同項第３号中「農林水

産部」を「産業振興部」に、「商工観光部」を「観光文化スポーツ部」に改め、「、まる

ごと営業部」を削る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に改正前の由利本荘市議会委員会条例（以下「改正前の条例」

という。）の規定による各常任委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、改正後

の由利本荘市議会委員会条例（以下「改正後の条例」という。）の規定による各常任委

員会の委員長、副委員長又は委員の職として選任されたものとみなし、その任期は、改

正前の条例の規定による各常任委員会の委員の残任期間とする。 

３ この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により各常任委員会に付託されている

事件は、改正後の条例の規定により各常任委員会のうち、当該事件を所管する常任委員

会に付託されたものとみなす。 


